
 

令和８年４月改正 役員報酬等規程 

地方独立行政法人堺市立病院機構 

役員報酬等規程 

制  定  平成２４年４月１日 

最終改正  令和 ８年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人堺市立病院機構の理事長、副理事長、理事及び監

事（以下「役員」という。）の報酬等に関して必要な事項を定めるものとする。 

（役員の報酬） 

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については年俸及び通勤手当とし、非常勤の役員につ

いては基本報酬とする。ただし、地方独立行政法人堺市立病院機構職員給与規程（以下

「職員給与規程」という。）の適用を受ける常勤の役員が職員を兼ねる場合は、役員と

しての報酬を支給しない。 

２ 年俸は、月例年俸及び業績年俸とする。 

（報酬の支給日） 

第３条 報酬の支給日は、職員給与規程に規定する支給日の例による。 

２ 特別の事情があるときは、理事長は前項の支給日を変更することができる。 

（常勤の役員の年俸） 

第４条 年俸の額は、次の各号に掲げる区分に応じた額を超えない範囲内において、理事

長が定める。 

役員 年棒 月例年棒 業績年棒 

理事長 １８,０００,０００円 １２,１８０,０００円 ５,８２０,０００円 

副理事長 １６,５００,０００円 １１,１６０,０００円 ５,３４０,０００円 

理事 １２,０００,０００円 ８,１００,０００円 ３,９００,０００円 

（月例年俸の支給方法） 

第５条 月例年俸は、毎月１回、前条に規定する当該役員の月例年俸の額の１２分の１の

額を支給する。 

（業績年俸の支給方法） 

第６条 業績年俸の額は、第４条の規定にかかわらず、堺市地方独立行政法人堺市立病院

機構評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的

に勘案して、理事長が決定するものとし、第４条の業績年俸の額の１００分の８０から

１００分の１２０までの範囲内でこれを増額し、又は減額することができるものとする。 

２ 業績年俸は、６月及び１２月に、それぞれ前項の規定による業績年俸の額の２分の１

の額に、６月１日又は１２月１日（以下この条においてこれらの日を「基準日」とい

う。）現在において、基準日の前日以前６か月以内の期間における次の表に掲げる在職
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期間の区分に応じ、定める割合を乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 

６か月 １００分の１００ 

５か月１５日以上６か月未満 １００分の９５ 

５か月以上５か月１５日未満 １００分の９０ 

４か月１５日以上５か月未満 １００分の８０ 

４か月以上４か月１５日未満 １００分の７０ 

３か月１５日以上４か月未満 １００分の６０ 

３か月以上３か月１５日未満 １００分の５０ 

２か月１５日以上３か月未満 １００分の４０ 

２か月以上２か月１５日未満 １００分の３０ 

１か月１５日以上２か月未満 １００分の２０ 

１か月以上１か月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１か月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

０ ０ 

（非常勤の役員の基本報酬） 

第７条 非常勤の役員の基本報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる

額とする。 

（１）理事  月額５０,０００円 

（２）監事  月額５０,０００円 

２ 前項に定める額のほか、非常勤の役員の勤務日数に応じ、通勤に要する費用の相当額

を支給することができる。 

（監事監査手当） 

第７条の２ 監事に対し、監査手当として月額５０,０００円を支給する。 

２ 前項の手当は、地方独立行政法人堺市立病院機構監事監査規程第１条に規定する監査

（同規程第６条第５号の事項に関する監査を除く。）が実施された月に限り支給する。 

（通勤手当） 

第８条 通勤手当は、常勤の役員に対し支給する。 

２ 前項の通勤手当の額及びその支給方法は、職員給与規程に規定する通勤手当及び支給

方法の例による。 

（退職手当） 

第９条 退職手当は、支給しない。ただし、常勤の役員が職員給与規程の適用を受ける職

員を兼ねる場合は、地方独立行政法人堺市立病院機構職員退職手当規程により退職手当

を支給する。 

（旅費） 



 

令和８年４月改正 役員報酬等規程 

第１０条 役員が職務のため旅行するときは、旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の額及び支給方法については、職員の例による。 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、報酬等の支給に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 


